
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では､｢不法投棄や 
不法焼却｣を禁止しています。 
 これに違反した者には、 
    ５年以下の懲役若しくは1,000万円以下の 
   罰金又は併科を科されます。 
 不法投棄（焼却）事件の特徴は 
    不用になったテレビ、洗濯機などの家電製品 
   を山野に捨てる 
    引っ越しに伴い、不要になったタンス、布団 
   などの家具を他人の空き地に捨てる 
    河川敷や空き地などで家庭から出たゴミを大 
   量に焼却する 
など、法を無視（軽視）した事例がほとんどです。 
 福岡県警では、福岡県や各市町村等と連携し、各種 
事業活動に伴い、排出される産業廃棄物の不法投棄事 
件だけでなく、一般家庭から出されるテレビ・洗濯機 
等家電製品や引っ越しゴミ等の不法投棄（焼却）事件 
についても取締を強化しています。 
 家庭ゴミは、居住地の市町村のルールに従って処分 
してください。 

みんなできれいに！ 

暫 定 値 
平成 21 年８月号 

行 橋 警 察 署 

生 活 安 全 課 

交通安全情報 

（7月末）

平成20年平成21年 増減 増減率

車上ね らい 41 12 -29 -70.7%

自 転 車 盗 8 17 9 112.5%

オ ー ト バ イ
盗

0 4 4 400.0%

自販機ねら
い

8 5 -3 -37.5%

部品ね らい 4 4 0 0.0%

性 的 犯 罪 1 0 -1 -100.0%

強 盗 0 0 0 0.0%

空 き 巣 23 21 -2 -8.7%

居 空 き 2 0 -2 -200.0%

忍 込 み 4 9 5 125.0%

自 動 車 盗 2 0 -2 -200.0%

ひ っ た く り 1 0 -1 -100.0%

合　　計 94 72 -22 -23.4%

発　　生　　状　　況

…暴力団は社会の悪です 
 明るいまちを実現しましょう… 

平成２１年７月末現在、管内で 

  ○ 交通死亡事故が、５件発生！ 

  ○ 人身交通事故は、昨年同時期より減少！ 
 
 当署管内では、平成２１年７月末現在、交通死亡事故が５件

発生、５名の尊い命が失われています。 

 なお、人身交通事故については、５９０件(死亡事故含む、昨

年同期比-５９件）、負傷者は、８２６人（死亡事故含む、昨年同

期比-６４人）といずれも減少しています。 

 ドライバーの皆さん！思いやり・譲り合いの気持ちを持って

交通マナー向上に努め、安全安心な交通環境を実現させまし

ょう。 

 なお、自転車が関連する事故では、交差点での急な飛び出

しによる出会い頭の事故が最も多くなっています。 

 自転車に乗るときは、交通ルールやマナーを守り、交通事故

防止に努めましょう。 

  みんなで交通ルールを守って、事故の 

  ない安全な地域を目指しましょう。 


